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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 19 年 5 月 25 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平

成 19 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下

記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 
１． 定款変更の目的 

定款内容の大きな変更と理由については、次のとおりであります。 
   ① 変更案第４条は、機関として会計監査人を設置する旨を定めるためでありま

す。 
   ② 変更案第６条は、業容の拡大に向け、発行可能株式総数を 12,000,000 株か

ら 24,000,000 株に変更するものであります。 
   ③ 変更案第８条は、文言の修正を行うものであります。 
   ④ 変更案第３１条は、監査業務の強化を図るため、監査役の員数を３名から５

名に変更するものであります。 
⑤ 第６章に「会計監査人」の章を新設し、変更案第４０条、第４１条、第４２

条は、会計監査人に関する規定を定めるため新設するものであります。 
   ⑥ その他字句の修正等所要の変更を行うものであります。 
 
 ２．定款変更の内容 
   変更の内容は、別紙のとおりであります。 
 
 ３．日程 
   定款変更のための株主総会開催日   平成 19 年 6 月 28 日（木） 
   定款変更の効力発生日        平成 19 年 6 月 28 日（木） 
 
 
 



【別紙】 
（下線は変更部分を示します。） 

現行定款 変更案 
第１章 総 則 

第１条～第３条（条文省略） 
（新 設） 

 
 
 
 
 
 
第４条（条文省略） 

第２章 株 式 
（発行可能株式総数） 
第５条  当会社の発行可能株式総数は、

12,000,000 株とする。 
第６条（条文省略） 
（単元株式数） 
第７条  当会社の 1 単元の株式数は、1,000

株とする。 
（株式の発行） 
第８条  当会社は株式に係る株券を発行す

る。 
  ２ 前項の規定にかかわらず、当会社は単

元未満株式に係る株券を発行しないこ
とができる。 

第９条～第１２条（条文省略） 
第３章 株主総会 

第１３条～第１８条（条文省略） 
第４章 取締役および取締役会 

（取締役会の設置） 
第１９条  当会社は取締役会を置く。 
（取締役の員数） 
第２０条  当会社の取締役は８名以内とす

る。 
第２１条～第２３条（条文省略） 
（代表取締役および役付取締役） 
第２４条  当会社は、取締役会の決議によっ

て、代表取締役を選定する。 
   ２ 代表取締役は会社を代表し、会社の

業務を執行する。 
   ３ 取締役会は、その決議によって、取

締役社長を１名選定し、また必要に
応じ、取締役会長１名および取締役
副社長、専務取締役、常務取締役各
若干名を選定することができる。 

第２５条～第２６条（条文省略） 
（取締役会の決議の省略） 
第２７条  当会社は取締役の全員が取締役

会の決議事項について書面または
電磁的記録により同意した場合に
は、当該決議事項を可決する旨の取
締役会の決議があったものとみな

第１章 総 則 
第１条～第３条（現行どおり） 
（機関の設置） 
第４条  当会社は、株主総会および取締役の

ほか、次の機関を置く。 
    (1)取締役会 
    (2)監査役 
    (3)監査役会 
    (4)会計監査人 
第５条（現行どおり） 

第２章 株 式 
（発行可能株式総数） 
第６条  当会社の発行可能株式総数は、

24,000,000 株とする。 
第７条（現行どおり） 
（単元株式数） 
第８条  当会社の単元株式数は、1,000 株と

する。 
（株式の発行） 
第９条  当会社は、株式に係る株券を発行す

る。 
  ２ （現行どおり） 
 
 
第１０条～第１３条（現行どおり） 

第３章 株主総会 
第１４条～第１９条（現行どおり） 

第４章 取締役および取締役会 
（削 除） 

 
（取締役の員数） 
第２０条  当会社の取締役は、８名以内とす

る。 
第２１条～第２３条（現行どおり） 
（代表取締役および役付取締役） 
第２４条（現行どおり） 
 
   ２ 代表取締役は、会社を代表し、会社

の業務を執行する。 
   ３ （現行どおり） 
 
 
 
 
第２５条～第２６条（現行どおり） 
（取締役会の決議の省略） 
第２７条  当会社は、取締役の全員が取締役

会の決議事項について書面または
電磁的記録により同意した場合に
は、当該決議事項を可決する旨の取
締役会の決議があったものとみな



す。ただし、監査役が異議を述べた
ときはこの限りではない。 

第２８条～第３０条（条文省略） 
第５章 監査役および監査役会 

（監査役および監査役会の設置） 
第３１条  当会社は監査役および監査役会

を置く。 
（監査役の員数） 
第３２条  当会社の監査役は３名以内とす

る。 
第３３条～第３７条（条文省略） 
（監査役会の議事録） 
第３８条  監査役会における議事の経過の

要領およびその結果ならびにその
他法令で定める事項は議事録に記
載または記録し、出席した監査役が
これに記名押印または電子署名す
る。 

第３９条（条文省略） 
（監査役の報酬等） 
第４０条  監査役の報酬等は株主総会の決

議によって定める。 
（新 設） 
（新 設） 

 
 

（新 設） 
 
 
 
 
 
 
 
 

（新 設） 
 
 

第６章 計 算 
第４１条（条文省略） 
（期末配当金） 
第４２条  当会社は株主総会の決議によっ

て毎年３月３１日の最終の株主名
簿に記載または記録された株主ま
たは登録株式質権者に対し金銭に
よる剰余金の配当（以下「期末配当
金」という。）を支払う。 

第４３条～第４４条（条文省略） 
 

す。ただし、監査役が異議を述べた
ときはこの限りではない。 

第２８条～第３０条（現行どおり） 
第５章 監査役および監査役会 

（削 除） 
 
 
（監査役の員数） 
第３１条  当会社の監査役は、５名以内とす

る。 
第３２条～第３６条（現行どおり） 
（監査役会の議事録） 
第３７条  監査役会における議事の経過の

要領およびその結果ならびにその
他法令で定める事項は、議事録に記
載または記録し、出席した監査役が
これに記名押印または電子署名す
る。 

第３８条（現行どおり） 
（監査役の報酬等） 
第３９条  監査役の報酬等は、株主総会の決

議によって定める。 
第６章 会計監査人 

（会計監査人の選任方法） 
第４０条  会計監査人は、株主総会の決議に

おいて選任する。 
（会計監査人の任期） 
第４１条  会計監査人の任期は、選任後１年

以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終
結の時までとする。 

   ２  会計監査人は、前項の定時株主総
会において別段の決議がなされな
かったときには、当該定時株主総会
において再任されたものとする。 

（会計監査人の報酬等） 
第４２条  会計監査人の報酬等は、代表取締

役が監査役会の同意を得て定める。
第７章 計 算 

第４３条（現行どおり） 
（期末配当金） 
第４４条  当会社は、株主総会の決議によっ

て毎年３月３１日の最終の株主名
簿に記載または記録された株主ま
たは登録株式質権者に対し、金銭に
よる剰余金の配当（以下「期末配当
金」という。）を支払う。 

第４５条～第４６条（現行どおり） 
 

 
以 上 


